
○
総
務
省
告
示
第 

 
 

号 

 
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
二
十

六
号
）
別
表
第
十
七
号
の
二
注
３
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
震
動
警
報
情
報
の
構
成
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 

平
成 

 
年 

 

月 
 

日 

総
務
大
臣 

 
 
 
 
 
 

 

別添２ 

1



   
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
別
表
第
十
七
号
の
二
B
4 ～
B
2
0
3 の

項
に
掲
げ
る
地
震
動
警
報
情
報
の
構
成
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 
 
B
4
 
 ～

 
B
1
6
B
1
7
 
 ～
 
B
1
8  
B
1
9  
～
 
B
2
0
B
2
1
  
～
 
B
2
3
B
2
4  
 
 
～
 
 
 
B
1
1
1  
B
1
1
2 ～
B
1
2
1
B
1
2
2 ～
B
2
0
3  

同
期
信
号
 
開
始
／
終
了

フ
ラ
グ
 

更
新
フ
ラ
グ

信
号
識
別
 
地
震
動
警
報
詳
細
情
報
 
Ｃ
Ｒ
Ｃ
 
パ
リ
テ
ィ

ビ
ッ
ト
 

1
3
 

2
 

2
 

3
 

8
8
 

1
0
 

8
2
 

 
注
１
 
単
位
の
指
定
の
な
い
数
字
は
、
そ
の
領
域
の
ビ
ッ
ト
数
を
示
す
。
以
下
同
じ
。
 

 
 
２
 
‘
 
’
で
囲
ま
れ
た
数
字
は
２
進
数
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
 

３
 
同
期
信
号
は
、
標
準
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
放
送
等
の
う
ち
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
関
す
る
送
信
の
標
準
方
式
別
表
第

十
一
号
に
定
め
る
同
期
信
号
の
下
位
1
3
ビ
ッ
ト
と
同
一
の
値
を
と
る
も
の
と
す
る
。
 

４
 
開
始
／
終
了
フ
ラ
グ
は
、
信
号
識
別
が
地
震
動
警
報
詳
細
情
報
又
は
地
震
動
警
報
詳
細
情
報
の
試
験
信
号
を

表
す
場
合
は
‘
0
0
’
と
し
、
地
震
動
警
報
詳
細
情
報
な
し
を
表
す
場
合
は
‘
1
1
’
と
す
る
。
 

５
 
更
新
フ
ラ
グ
は
、
開
始
／
終
了
フ
ラ
グ
が
‘
0
0
’
の
場
合
に
伝
送
さ
れ
る
一
の
地
震
動
警
報
詳
細
情
報
の
内

容
に
変
更
が
生
じ
る
ご
と
に
１
ず
つ
増
加
す
る
も
の
と
し
、
‘
0
0
’
を
開
始
値
と
し
、
‘
1
1
’
の
次
は
‘
0
0

’
に
戻
る
も
の
と
す
る
。
開
始
／
終
了
フ
ラ
グ
が
‘
1
1
’
の
場
合
は
‘
1
1
’
と
す
る
。
 

６
 
信
号
識
別
は
、
地
震
動
警
報
詳
細
情
報
の
種
別
を
識
別
す
る
た
め
に
使
用
す
る
領
域
と
し
、
そ
の
割
当
て
は

2



  

別
表
第
１
の
と
お
り
と
す
る
。
 

７
 
地
震
動
警
報
詳
細
情
報
は
、
地
震
動
警
報
情
報
の
詳
細
を
伝
送
す
る
た
め
に
使
用
す
る
領
域
と
す
る
。
そ
の

構
成
は
、
信
号
識
別
が
地
震
動
警
報
詳
細
情
報
又
は
地
震
動
警
報
詳
細
情
報
の
試
験
信
号
を
表
す
場
合
は
別

表
第
２
、
地
震
動
警
報
詳
細
情
報
な
し
を
表
す
場
合
は
別
表
第
３
の
と
お
り
と
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
、

全
て
‘
１
’
と
す
る
。
 

８
 
Ｃ
Ｒ
Ｃ
は
、
Ｂ
2
1
 ～
Ｂ
1
1
1 に
つ
い
て
、
以
下
に
示
す
生
成
多
項
式
に
よ
り
生
成
さ
れ
る
も
の
と
し
、
回
路
の

各
レ
ジ
ス
タ
の
初
期
値
は
‘
0
’
と
す
る
。
 

符
号
化
生
成
多
項
式
：
g
(
x
)
 
=
 
x
1
0+
x
9+
x
5+
x
4+
x
+
1 

      

入
力

+
 

+
+

+

+
D

D
 

D
D

D
D

D
D

D
 

D

1         2   3   4         5        6    7   8    9        10
 

出
力

 

Ｄ
：
１
ビ
ッ
ト
遅
延
素
子
を
表
す
。
 

+
 
：
排
他
的
論
理
和
の
演
算
素
子
を
表
す
。

 

９
 
パ
リ
テ
ィ
ビ
ッ
ト
は
、
Ｂ
1
7
 ～
Ｂ
1
2
1 に
つ
い
て
差
集
合
巡
回
符
号
（
2
7
3
,
1
9
1
）
の
短
縮
符
号
（
1
8
7
,
1
0
5
）
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に
よ
り
生
成
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
こ
こ
で
、
差
集
合
巡
回
符
号
（
2
7
3
,
1
9
1
）
生
成
多
項
式
は
以
下
の
と
お

り
と
す
る
。
 

符
号
化
生
成
多
項
式
：
g
(
x
)
 
=
 
 

x
8
2+
x
7
7+
x
7
6+
x
7
1+
x
6
7+
x
6
6+
x
5
6+
x
5
2+
x
4
8+
x
4
0+
x
3
6+
x
3
4+
x
2
4+
x
2
2+
x
1
8+
x
1
0+
x
4+
1
 

別
表
第
１
 
信
号
識
別
 

B
2
1
 ～
B
2
3  

意
味
 

0
0
0
 

地
震
動
警
報
詳
細
情
報
（
該
当
地
域
あ
り
）
 

0
0
1
 

地
震
動
警
報
詳
細
情
報
（
該
当
地
域
な
し
）
 

0
1
0
 

地
震
動
警
報
詳
細
情
報
の
試
験
信
号
（
該
当
地
域
あ
り
）
 

0
1
1
 

地
震
動
警
報
詳
細
情
報
の
試
験
信
号
（
該
当
地
域
な
し
）
 

1
0
0
 

未
定
義
 

1
0
1
 

1
1
0
 

1
1
1
 

地
震
動
警
報
詳
細
情
報
な
し
 

注
 
該
当
地
域
あ
り
と
は
、
放
送
区
域
内
に
地
震
動
警
報
の
対
象
地
域
が
あ
る
こ
と
を
、
該
当
地
域
な
し
と
は
、
放

送
区
域
内
に
地
震
動
警
報
の
対
象
地
域
が
な
い
こ
と
を
い
う
。
 

 別
表
第
２
 
信
号
識
別
が
地
震
動
警
報
詳
細
情
報
又
は
地
震
動
警
報
詳
細
情
報
の
試
験
信
号
を
表
す
場
合
の
地
震
動
警

報
詳
細
情
報
の
構
成
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B
2
4
 
 ～

 
B
5
4  

B
5
5  

B
5
6  
 
 
～
 
 
 
B
1
1
1  

現
在
時
刻
 
ペ
ー
ジ

種
別
 

地
震
動
情
報
 

3
1
 

1
 

5
6
 

 
注
１
 
現
在
時
刻
は
、
地
震
動
警
報
情
報
を
送
出
す
る
現
在
時
刻
を
表
す
た
め
に
使
用
す
る
領
域
と
す
る
。
 

２
 
ペ
ー
ジ
種
別
は
、
地
震
動
警
報
の
対
象
と
な
る
地
震
動
に
関
す
る
情
報
（
以
下
「
地
震
動
情
報
」
と
い
う
。

）
の
種
別
を
識
別
す
る
た
め
に
使
用
す
る
領
域
と
す
る
。
 

３
 
地
震
動
情
報
は
、
ペ
ー
ジ
種
別
が
‘
０
’
の
場
合
、
そ
の
割
当
て
は
別
記
第
１
の
と
お
り
と
す
る
。
ペ
ー

ジ
種
別
が
‘
１
’
の
場
合
、
そ
の
割
当
て
は
別
記
第
２
の
と
お
り
と
す
る
。
 

 別
記
第
１
 
ペ
ー
ジ
種
別
が
‘
０
’
の
場
合
の
地
震
動
情
報
 

 
地
震
動
情
報
は
、
地
震
動
警
報
の
対
象
地
域
を
示
す
領
域
と
し
、
地
震
動
警
報
の
対
象
地
域
を
含
む
地
域
に
割
り
当

て
ら
れ
る
ビ
ッ
ト
は
‘
０
’
、
地
震
動
警
報
の
対
象
地
域
を
含
ま
な
い
地
域
に
割
り
当
て
ら
れ
る
ビ
ッ
ト
は
‘
１
’
と

す
る
。
な
お
、
地
震
動
情
報
を
送
出
し
な
い
場
合
は
、
す
べ
て
‘
１
’
と
す
る
。
 

ビ
ッ
ト

地
域
 

ビ
ッ
ト

地
域
 

ビ
ッ
ト

地
域
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割
当
て
 

割
当
て

割
当
て
 

B
5
6  

北
海
道
道
央
 

B
7
5  

新
潟
県
 

B
9
4  

広
島
県
 

B
5
7  

北
海
道
道
南
 

B
7
6  

富
山
県
 

B
9
5  

徳
島
県
 

B
5
8  

北
海
道
道
北
 

B
7
7  

石
川
県
 

B
9
6  

香
川
県
 

B
5
9  

北
海
道
道
東
 

B
7
8  

福
井
県
 

B
9
7  

愛
媛
県
 

B
6
0  

青
森
県
 

B
7
9  

山
梨
県
 

B
9
8  

高
知
県
 

B
6
1  

岩
手
県
 

B
8
0  

長
野
県
 

B
9
9  

山
口
県
 

B
6
2  

宮
城
県
 

B
8
1  

岐
阜
県
 

B
1
0
0  

福
岡
県
 

B
6
3  

秋
田
県
 

B
8
2  

静
岡
県
 

B
1
0
1  

佐
賀
県
 

B
6
4  

山
形
県
 

B
8
3  

愛
知
県
 

B
1
0
2  

長
崎
県
 

B
6
5  

福
島
県
 

B
8
4  

三
重
県
 

B
1
0
3  

熊
本
県
 

B
6
6  

茨
城
県
 

B
8
5  

滋
賀
県
 

B
1
0
4  

大
分
県
 

B
6
7  

栃
木
県
 

B
8
6  

京
都
府
 

B
1
0
5  

宮
崎
県
 

B
6
8  

群
馬
県
 

B
8
7  

大
阪
府
 

B
1
0
6  

鹿
児
島
 

B
6
9  

埼
玉
県
 

B
8
8  

兵
庫
県
 

B
1
0
7  

奄
美
諸
島
 

B
7
0  

千
葉
県
 

B
8
9  

奈
良
県
 

B
1
0
8  

沖
縄
本
島
 

B
7
1  

東
京
 

B
9
0  

和
歌
山
県
 

B
1
0
9  

大
東
島
 

B
7
2  

伊
豆
諸
島
 

B
9
1  

鳥
取
県
 

B
1
1
0  

宮
古
島
 

B
7
3  

小
笠
原
 

B
9
2  

島
根
県
 

B
1
1
1  

八
重
山
 

B
7
4  

神
奈
川
県
 

B
9
3  

岡
山
県
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注
１
 
北
海
道
道
央
は
、
赤
平
市
、

芦
別
市
、
石
狩
市
、
岩
見
沢
市
、
歌
志
内
市
、
恵
庭
市
、
江
別
市
、
小

樽
市
、

北
広
島
市
、
札
幌
市
、
砂
川
市
、
滝
川
市
、
千
歳
市
、
美
唄
市
、
深
川
市
、
三
笠
市
及
び
夕
張
市
並
び
に
石

狩
支
庁
管
内
、
後
志
支
庁
管
内
及
び
空
知
支
庁
管
内
の
こ
と
を
い
う
。
 

２
 
北
海
道
道
南
は
、
伊
達
市
、
苫
小
牧
市
、
登
別
市
、
函
館
市
、
北
斗
市
及
び
室
蘭
市
並
び
に
胆
振
支
庁
管
内
、

渡
島
支
庁
管
内
、
日
高
支
庁
管
内
及
び
檜
山
支
庁
管
内
の
こ
と
を
い
う
。
 

３
 
北
海
道
道
北
は
、
旭
川
市
、
士
別
市
、
名
寄
市
、
富
良
野
市
、
留
萌
市
及
び
稚
内
市
並
び
に
上
川
支
庁
管
内
、

宗
谷
支
庁
管
内
及
び
留
萌
支
庁
管
内
の
こ
と
を
い
う
。
 

４
 
北
海
道
道
東
は
、
網
走
市
、
帯
広
市
、
北
見
市
、
釧
路
市
、
根
室
市
及
び
紋
別
市
並
び
に
網
走
支
庁
管
内
、

釧
路
支
庁
管
内
、
十
勝
支
庁
管
内
及
び
根
室
支
庁
管
内
（
得
撫
郡
、
新
知
郡
及
び
占
守
郡
を
除
く
。
）
の
こ

と
を
い
う
。
 

５
 
東
京
は
、
東
京
都
（
大
島
支
庁
管
内
、
小
笠
原
支
庁
管
内
、
八
丈
支
庁
管
内
及
び
三
宅
支
庁
管
内
を
除
く
。

）
の
こ
と
を
い
う
。
 

６
 
伊
豆
諸
島
は
、
大
島
支
庁
管
内
、
八
丈
支
庁
管
内
及
び
三
宅
支
庁
管
内
（
須
美
寿
島
、
鳥
島
及
び
ベ
ヨ
ネ
イ

ス
列
岩
を
除
く
。
）
の
こ
と
を
い
う
。
 

７
 
小
笠
原
は
、
小
笠
原
支
庁
管
内
の
こ
と
を
い
う
。
 

８
 
鹿
児
島
は
、
鹿
児
島
県
（
奄
美
市
及
び
大
島
郡
を
除
く
。
）
の
こ
と
を
い
う
。
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９
 
奄
美
諸
島
は
、
奄
美
市
及
び
大
島
郡
の
こ
と
を
い
う
。
 

1
0
 
沖
縄
本
島
は
、
糸
満
市
、
浦
添
市
、
う
る
ま
市
、
沖
縄
市
、
宜
野
湾
市
、
豊
見
城
市
、
名
護
市
、
那
覇
市
、

南
城
市
、
国
頭
郡
、
島
尻
郡
（
北
大
東
村
及
び
南
大
東
村
を
除
く
。
）
及
び
中
頭
郡
の
こ
と
を
い
う
。
 

1
1
 
大
東
島
は
、
島
尻
郡
（
北
大
東
村
及
び
南
大
東
村
に
限
る
。
）
の
こ
と
を
い
う
。
 

1
2
 
宮
古
島
は
、
宮
古
島
市
及
び
宮
古
郡
の
こ
と
を
い
う
。
 

1
3
 
八
重
山
は
、
石
垣
市
及
び
八
重
山
郡
の
こ
と
を
い
う
。
 

 別
記
第
２
 
ペ
ー
ジ
種
別
が
‘
１
’
の
場
合
の
地
震
動
情
報
 

B
5
6  

B
5
7  

B
5
8  
～
 
B
6
6
B
6
7  

B
6
8  

B
6
9 ～
B
7
8

B
7
9  

B
8
0 ～
B
9
0
B
9
1 ～
B
1
0
0
B
1
0
1 ～
B
1
1
0
B
1
1
1  

地
震
動

情
報
総
数

地
震
動
 

情
報
識
別
 

地
震
動
 

警
報
識
別

情
報

種
別

北
緯
南
緯

フ
ラ
グ

緯
度
 

情
報
 

西
経
東
経

フ
ラ
グ

経
度
 

情
報
 

深
度
 

情
報
 
発
生
時
刻
未
定
義
 

1
 

1
 

9
 

1
 

1
 

1
0
 

1
 

1
1
 

1
0
 

1
0
 

1
 

注
１
 
地
震
動
情
報
総
数
は
、
伝
送
さ
れ
て
い
る
地
震
動
情
報
の
総
数
を
識
別
す
る
た
め
に
使
用
す
る
領
域
と
し
、

総
数
が
１
の
場
合
は
‘
０
’
、
総
数
が
２
の
場
合
は
‘
１
’
と
す
る
。
 

２
 
地
震
動
情
報
識
別
は
、
伝
送
さ
れ
て
い
る
地
震
動
情
報
を
識
別
す
る
た
め
に
使
用
す
る
領
域
と
す
る
。
 

３
 
地
震
動
警
報
識
別
は
、
地
震
動
警
報
を
識
別
す
る
た
め
に
使
用
す
る
領
域
と
す
る
。
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４
 
情
報
種
別
は
、
地
震
動
警
報
の
種
別
を
識
別
す
る
た
め
に
使
用
す
る
領
域
と
し
、
地
震
動
情
報
が
、
地
震
動

警
報
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
場
合
は
‘
０
’
、
地
震
動
警
報
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
場
合
は
‘
１

’
と
す
る
。
な
お
、
地
震
動
警
報
が
取
り
消
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
場
合
、
B
6
8 ～
B
1
1
0 は
全
て
‘
１
’
と
す
る
。
 

５
 
北
緯
南
緯
フ
ラ
グ
は
、
‘
０
’
は
北
緯
、
‘
１
’
は
南
緯
を
示
す
も
の
と
す
る
。
 

６
 
緯
度
情
報
は
、
震
源
の
緯
度
を
表
す
た
め
に
使
用
す
る
領
域
と
し
、
そ
の
値
は
、
緯
度
に
1
0
を
乗
じ
た
値
を

２
進
数
表
示
し
た
値
と
す
る
。
 

７
 
西
経
東
経
フ
ラ
グ
は
、
‘
０
’
は
東
経
、
‘
１
’
は
西
経
を
示
す
も
の
と
す
る
。
 

８
 
経
度
情
報
は
、
震
源
の
経
度
を
表
す
た
め
に
使
用
す
る
領
域
と
し
、
そ
の
値
は
、
経
度
に
1
0
を
乗
じ
た
値
を

２
進
数
表
示
し
た
値
と
す
る
。
 

９
 
深
度
情
報
は
、
震
源
の
深
さ
を
表
す
た
め
に
使
用
す
る
領
域
と
し
、
そ
の
値
は
、
深
度
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

を
２
進
数
表
示
し
た
値
と
す
る
。
 

1
0
 
発
生
時
刻
は
、
地
震
動
の
発
生
時
刻
を
表
す
た
め
に
使
用
す
る
領
域
と
す
る
。
 

1
1
 
未
定
義
は
、
‘
１
’
と
す
る
。
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  別
表
第
３
 
信
号
識
別
が
地
震
動
警
報
詳
細
情
報
な
し
を
表
す
場
合
の
地
震
動
警
報
詳
細
情
報
の
構
成
 

B
2
4
 
 ～

 
B
5
5  

B
5
6
 
 ～

 
B
6
6  

B
6
7  
 
 
～
 
 
 
B
1
1
1  

未
定
義
 

放
送
事
業
者
 

識
別
 

未
定
義
 

3
2
 

1
1
 

4
5
 

注
１
 
放
送
事
業
者
識
別
は
、
放
送
事
業
者
を
識
別
す
る
た
め
に
使
用
す
る
領
域
と
す
る
。
 

 
２
 
未
定
義
は
、
全
て
‘
１
’
と
す
る
。
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